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1 ガイドラインの目的   

災害の発生によって、住宅が全焼、全壊もしくは流出した被災者が発生し  

た場合においては、恒久的な住宅に移行するまでの間の応急的な住宅が必要  

となる。   

応急仮設住宅の供与は、災害救助法（昭和22年10月18日 法律第118号 最  

終改正：平成18年6月7日 法律第53号）第23条で規定されている救助の種  

類の一つとして、災害のため住家が滅失した被災者のうち、自らの資力では  

住宅を確保することができない者に対し、簡単な住宅を仮設し一時的な居住  

の安定を図ることを目的とするものである。   

また、災害発生から復興までの一連の流れの中で見れば、一時的な居住の  

安定を図るようにするだけではなく、被災者による生活再建・住宅再建に向  

けての足がかりともなる重要な役割を果たすものである。   

このようなことから、本ガイドラインは、災害発生後において、応急仮設  

住宅の設置にあたって活用でき、かつ、平常時においては、事前対策をはじ  

め、地方公共団体が独自のマニュアル作成に活用できるものとして、作成し  

たものである。   

本ガイドラインは、応急仮設住宅の設置に関して標準的な項目を基本とし  

ていることから、各地方公共団体におい て、ガイドラインを参考に独自のガ  

イドライン又はマニュアルを作成することを期待するものである。   



2 ガイドラインの活用方法   

本ガイドラインは、地方公共団体の応急仮設住宅の設置に関係する部局が  

活用することを想定している。   

本ガイドラインは、災害発生前と災害発生後の両者において、次のような  

機能を果たす。   

災害発生前においては、応急仮設住宅の設置に関して、地方公共団体のと  

るべき対応についてのチェックリストとしての機能である。災害発生直後か  

らの実施内容について整理し、そのための準備や取り組みをチェックするも  

のであるとともに、地方公共団体が独自のガイドラインやマニュアルを作成  

する際の参考になるよう努めた。   

災害発生後においては、地方公共団体が応急仮設住宅の設置を行うための  

指針としての機能である。災害発生直後からの実施内容を整理することによ  

り、実際に対策の任務にあたる職員が迅速・的確な対応をとることができる  

よう努めた。   

本ガイドラインは、多くの地方公共団体で活用されるよう、現時点で考え  

られる標準的な項目について記載している。 このため、各地方公共団体にお  

いては、それぞれの地域の特性や実情を踏まえつつ、災害発生前から、必要  

となる対策について検討し、独自のガイドラインやマニュアルを作成してお  

くことが望ましい。また、災害後における復興対策の進捗状況や評価を行う  

にあたっては、対応すべき項目ごとの実施時期を入れておくことも有効と考  

える。   

なお、本ガイドラインでは、応急仮設住宅の設置に関して、より具体的か  

つ読み手の理解を促進するため、応急仮設住宅と一時提供住宅（災害救助法  

の応急仮設住宅のうち、公営住宅等の一時使用や民間賃貸住宅の借り上げに  

よるもの。以下同じ。）と表現を分けて使用している箇所もあるがご理解いた  

だきたい。  
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応急仮設住宅の設置に関するフロー（災害時）  

避難生活期（避難所→応急仮設住宅べ）  

応急仮設住宅の必要戸数の井定  1入居者の募集、選定、  
入唐手続き  

1入居者の慕九【p．42】  

2 入居者名簿の作成・管理、   
入居者の生活支援  

11住宅の被害概況  
の把握【p．5】  応急仮毅僅宅の供給戸数の  

決定【plg】  
q W ▲ 『7‾ 「 r【、叩 †rnl一‾ ’’’’’、 ●▼′▼’［－  

容  

1入居者名簿の作成・管瑚【p．47】  

2 住宅の被害詳細の把掘  

い
 
 

4 応急仮没住宅の   
必要戸数の算定   
【p．8】  

3之 応急仮推住宅の由朗南の  
（被害級定調査等との連携）亘  
【p．6】  …   

、，、∪′J′…，－∧－叩．．、州＿世、．∪叫，．′」  
．2 入居者の生活支援【p．48】  入居者の選定【p，43】き                            t   

■■  ■  ◆■    ■■                 －    ■  

策定【p20】  

’■‾ ’  ‾‾l‾ ⊥∴∴∴凰  汀3  応急仮設住宅に闇するニーズ専の  
把握【p．7】  

ぎ訂盲爪  
1．3 入居手械き、引   

【p．44】  
ぅ  計画の作成・決定【p21】  血糊巾 

サ仰一丁て仰伽て【■∵∵∵∵T  

；・・  

選定、生活支援等  

虞‘預－～7〉て”→ハトリrL  

∈楕拝管理  

ぎ  
ぎ  
…入居者の遺ま   

2 応急仮設住宅の侠輪可能戸数の算定  →   
．．＿ ．．一．ノ  

妄  1一時提供住宅の供給  
ヽ、＿．＿＿＿＿，＿‥【＿  

1丹二時捷供住宅として利用可触な住宅  
1・1公富住宅層の一時使用【pt27】 旨  
・叩←▲→・■、1、■1－一p■■＝←岬・・・＝・▼・叩Lン岬・1れ′＞・′†r血′・仰hTnノ”【一¶、・－・“v、、佃マ・＝・′憎十♪  

応急仮設住宅から恒久住宅  
への移行支援  

1．1琶貸住宅の垂家の洗い出し  
と現況蘭査の実施【p．12】  1．2J引甘貫貸住宅の借り上げ【p．28】  

恒久住宅への移行のための  
情報櫻偵・相談、指導  
【p．52】  

一時提供住宅として利用  ！2，12  
／一■＋■‾‾－‾，‾’－一■‾  ■■ ′－   

ゝ  
可能な住宅リストの作成  
【p13】  

2 応急仮設住宅の供給  

供給可能戸数  
算定【p．16】  2 応急仮設住宅の利用の   

長期化に対する措置  

建設可能用地の洗い出  
1応急仮設住宅の供与期間の   

延長【p．55】  
現況調査の実施【p  

2．2．2 建設可能用地リストの作成  
【p．14】  

．2 応急仮設住宅の統廃合  

‥．〉．▼＿．、＿●  ＿＿．．．＿，I，ま  

2・3 応急仮放任宅の建設費機材・労力の  
把握【p．14】  

撤去・再利用  

3．1応急仮設住宅の解消、撒去   
【p．59】  2．4 その他の方法による応急仮設住宅の  

確保可能状況の把握【p．15】  

併給邑の把握  

算4套 応   ※原則、災啓発生の日から20日以内に着エしなければならないため、災害発生直後から暫定的に必辛戸数の某定を行い、その時点で確定できる戸数lこついては応急仮設住宅の建設を発注  



定、己   



本章では、応急仮設住宅の必要戸数及び供給可能戸数の把握、並びに、応  

急仮設住宅の供給戸数の決定と供給計画の策定について記載する。  

1 応急仮設住宅の必要戸数の算定   

災害発生直後から住宅の被害概況を把握し、その後引き続き住宅の被害詳  

細及び被災者に対する応急仮設住宅に関するニーズ等の把握を行い、応急仮  

設住宅の必要戸数を算定する。  

1．1住宅の被害概況の把握  

□ 都道府県、市区町村は、出先機関（地方事務所、出張所等）からの情報、  

設置している観測装置からの観測情報、警察、消防、自衛隊からの情報、  

自主防災組織や地区住民からの通報、テレビ等のマスコミ報道など、あ  

らゆる方面から、できるかぎり被害情報を収集する。また、災害発生直  

後から実施される応急危険度判定の結果についても把握する。  

口 都道府県、市区町村は、甚大な被害が想定される地区等には、職員を派  

遣し、情報を収集する。  

□ 都道府県、市区町村は、これらの情報を集約し、住宅の被害概況を分析  

する。都道府県と市区町村は、情報の共有化を図る。  
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◆ 実施にあたってのポイント■留意点  

○ 災害発生直後は、通信の混乱・途絶や道路閉塞などにより情報の収集・  

伝達が困難になるが、情報待ちの姿勢は避け、速報値、局地的な情報で  

あっても、住宅の被害状況に関する情報を収集するよう努める。  

1．2 住宅の被害詳細の把握（被害認定調査等との連携）  

□ 都道府県、市区町村は、住宅の被害詳細を把握するための調査体制を整  

備する。必要に応じて、他の地方公共団体に職員派遣を要請するととも  

に、建築士会等関係団体に協力を要請する。  

口 都道府県、市区町村は、住宅の被害詳細の調査結果、航空写真、地図、   

建物や土地の台帳、地図情報システムを活用し、被害台帳及び被害地図  

を作成し、住宅の被害詳細を分析する。都道府県と市区町村は、情報の  

共有化を図る。  

◆ 実施にあたってのポイント・留意点  

○ 市区町村においては、被害程度の認定基準に基づき、住宅の被害認定調  

査を行うことから、住宅の被害詳細の把握に際しては、関連する他の調  

査と調整・連携し、効果的・効率的に調査を実施する。  

○ 住宅の被害認定調査の結果や揮災証明の発行等の情報については、デー  

タベースとして整備しておく。  
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1．3 応急仮設住宅に関するニーズ等の把握  

ロ 都道府県、市区町村は、被災者の実態及び応急仮設住宅に関するニーズ  

を把握するための調査体制を整備する。必要に応じて、他の地方公共団   

体に職員派遣を要請するとともに、ボランティナ・NPOに協力を要請  

する。  

□ 都道府県、市区町村は、被災世帯に対して、当該世帯の住宅被害の状況  

や応急仮設住宅への入居希望等について、ヒアリング調査、アンケート  

調査を実施する。   

・調査対象：被災世帯（避難所滞在世帯、疎開世帯、自宅残留世帯）   

・調査項目：①住所、②世帯主及び世帯構成員の氏名、年齢、性別、  

職業、③世帯年収、④健康状態、⑤住宅の所有関係・建て方・構造、  

⑥住宅の被害状況、⑦当面の居住に関する意向（応急修理して自宅  

に住み続ける、応急仮設住宅に入居、親戚等の住宅に間借り、その  

他）、⑧住宅の再建意向（住宅を補修・建て替え、住宅を購入、公営  

住宅等に入居、民間賃貸住宅に入居、その他）、を基本とし、その他  

の項目については必要に応じて調査を実施する。  

□ 都道府県、市区町村は、被災者の実態及び応急仮設住宅に関するニーズ  

の調査結果を集約し、分析する。都道府県と市区町村は、情報の共有化  

を図る。  

◆ 実施にあたってのポイント・留意点  

○ 調査を受ける側である被災者と調査を実施する職員の双方に、過度の負  

担がかからない よう、調査の実施にあたっては、関係部局が相互に調整・  

連携を図り、効果的・効率的に調査を実施する。  

○ ワンストップ型の相談窓口を設置し、窓口で受けた相談、把握した再建  

方針、世帯分離・住民登録の状況等を、被災世帯台帳を用いた被災世帯  

デー・夕べー スを用いて一元的に管理することが重要である。  

○ 高齢者、障害者、外国人等の災害時要援護者に配慮する。  

○ 住宅の再建意向については、継続的に把握する。  
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1．4 応急仮設住宅の必要戸数の算定  

□ 都道府県は、上記1．1～1．3の結果、市区町村の意見等を踏まえ、必要と  

なる応急仮設住宅の必要戸数を算定する。  

ただし、1．1～1．3のすべてが完了しなければ、必要戸数の算定ができな  

いということではない。応急仮設住宅は、原則として、災害発生の日か  

ら20日以内に着工しなければならない（ただし、大災害等で現実の問題  

として20日以内に着工することができない場合は、事前に厚生労働大臣   

へ協議して必要最小限度の期間を延長することが認められる）ことから、   

災害発生直後から暫定的に必要戸数の算定を行い、その時点で確定でき   

る戸数については応急仮設住宅の建設発注を行い、さらに調査の進捗状   

況を確認しつつ、必要戸数の補正・確定を行うものとする。  

◆ 実施にあたってのポイント暮留意点  

○ 被災者の不安を早期に解消するため、応急仮設住宅を建設するかどうか  

をできるかぎり早く決定し広報するとともに、応急仮設住宅の建設を決   

定した場合は、災害発生直後の早い段階から建設に着手し、応急仮設住  

宅の建設動向や完成予定時期について広報することも重要である。  

○ 災害救助法の応急仮設住宅の供与の対象となる者は、住家が全壊、全焼   

又は流出し、居住する住家がない看であって、自らの資力で住宅の確保   

ができない者（世帯単位）であり、生活保護者、失業者、寡婦、母子世   

帯、高齢者、病弱者、障害者、勤労者、小企業者、その他の経済的弱者   

等が対象の目安とされている。   

ただし、具体的な対象の範囲については、法制度の趣旨を踏まえ柔軟に   

対応する必要があり、また、特別な事情がある場合は厚生労働大臣との   

協議を行うことも可能である。さらに、既往災害の事例に鑑みると、実   

際には資力に関わらず、何らかの事情で応急仮設住宅への入居が必要な   

被災世帯に応急仮設住宅を供与している場合もあることから、必要戸数   

の算定にあたっては、住宅の被害状況や被災者のニーズ調査等から、必   

要となると考えられる戸数を算定するものとする。  
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○ 全壊の定義については、「住家がその居住のための基本的機能を喪失した  

もの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、又は住  

家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもの  

で、具体的には、住家の損壊、焼失もしくは流失した部分の床面積がそ  

の住家の延床面積の70％以上に達した程度のもの、または住家の主要な  

構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の  

損害割合が50％以上に達した程度のものとする。」とされている（「災害  

の被害認定基準について」（平成13年6月28日府政防第518号 内閣府政   

策統括官（防災担当）から警察庁警備局長、消防庁次長、厚生労働省社  

会・援護局長、中小企業庁次長、国土交通省住宅局長あて通知））。  

○ 地域別、世帯タイプ別での必要量のほか、高齢者・障害者に配慮した応   

急仮設住宅の必要戸数についても算定する。  

応急仮設住宅の供与の対象となる者について  

ア 住家が全焼、全壊又は流失した者であること。  

住家以外の建物、例えば、土蔵、小屋、工場、倉庫等のみが被害を受けた場  

合は、この制度の対象とはならない。  

ここに住家というのは、現実にその建物を居住のために使用していたものを  

いうものであり、社会通念上の住家であるかどうかは問わない。従って、通  

常は非住家として取り扱われる小屋等であっても、事実上、そこを住家とし  

て使用していた場合は、これを住家に含める。  

イ 居住する住家がない者であること。  

住家が全焼、全壊もしくは流失しても、離れが残り、居住に差し支えない者  

は、この制度の対象とはならないものである。  

また、当該時点では住家に直接被害はないが、二次災害等により被害を受け  

るおそれがあったり、地滑り又は火山噴火等により市町村長の避難指示等を  

受け長期にわたり自らの住居に居住できないなど、住家が全焼、全壊又は流   

失し、居住する住家がない者と同等と見なす必要がある場合は、厚生労働省  

と連絡調整を図ること。  

ウ 自らの資力をもってしては、住宅を確保することのできない者であること。   

避難所への収容及び炊出し等が応急救助の第一次的救助といえるとすれば、   

応急仮設住宅の設置及び住宅の応急修理等は第二次的救助ということがで  

きる。  
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